
議案第１号 

 

東北本線紫波中央・古館間七久保跨線橋の耐震補修工事委託に関する変更協定の

締結に関し議決を求めることについて 

 

 令和４年４月２５日に議会の議決（令和５年３月２４日変更議決、令和６年３月１１日第

２回変更議決）を経た東北本線紫波中央・古館間七久保跨線橋の耐震補修工事委託に関し、

その一部を次のとおり変更するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

紫波町条例第９号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

１ 協 定 名  東北本線紫波中央・古館間七久保跨線橋の耐震補修工事委託に関す

る変更協定 

２ 工 事 場 所   紫波町日詰字七久保地内 

３ 協 定 の 相 手 方 

        住 所  岩手県盛岡市盛岡駅前通１番４１号 

        名 称  東日本旅客鉄道株式会社 

            執行役員 盛岡支社長 大 森 健 史 

４ 変 更 協 定 金 額 

 (１) 変更前の協定金額  ７３５，４３２，７５７円 

 (２) 変更後の協定金額  ６８９，７０１，７７８円 

 (３) 減 額 す る 金 額   ４５，７３０，９７９円 

 

 

  令和８年１月２２日提出 

 

紫波町長 熊 谷   泉  

 

 

 

 

 理由 

 東北本線紫波中央・古館間七久保跨線橋の耐震補修工事委託に関する変更協定を締結しよ

うとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 


